
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
号

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
民

事
損
害
賠
償
が
行
わ
れ
た
際
の
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
調
整
に
関
す
る
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
三

月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

民
事
損
害
賠
償
が
行
わ
れ
た
際
の
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
調
整
に
関
す
る
基
準

第
一

特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
調
整
の
事
由
と
な
る
民
事
損
害
賠
償
の
損
害
項
目
等

一

特
別
遺
族
給
付
金
（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条

第
一
項
の
特
別
遺
族
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給
調
整
の
事
由
と
な
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律

第
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
に
よ
る
民
事
上
の
損
害
賠
償
（
以
下
「
民
事
損
害
賠
償
」
と
い
う
。
）
の
損
害
項

目
は
、
死
亡
労
働
者
等
の
逸
失
利
益
と
し
、
当
該
逸
失
利
益
に
対
す
る
民
事
損
害
賠
償
の
賠
償
額
の
う
ち
特
別
遺

族
給
付
金
の
支
給
水
準
（
第
三
に
規
定
す
る
支
給
調
整
に
係
る
率
を
い
う
。
）
相
当
分
の
み
を
特
別
遺
族
給
付
金

の
額
と
の
支
給
調
整
の
対
象
と
す
る
額
と
す
る
。

二

企
業
内
に
お
け
る
労
働
災
害
に
対
す
る
補
償
、
示
談
金
、
和
解
金
、
見
舞
金
等
の
取
扱
い

１

企
業
内
に
お
け
る
労
働
災
害
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
度
を
定
め
た
労
働
協
約
、
就
業
規
則
そ



の
他
の
規
程
の
文
面
上
特
別
遺
族
給
付
金
相
当
分
を
含
む
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
支
給
調
整
を

行
わ
な
い
。

２

特
別
遺
族
給
付
金
が
将
来
に
わ
た
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
こ
れ
に
上
積
み
し
て
支
払
わ
れ
る
示

談
金
及
び
和
解
金
に
つ
い
て
は
、
支
給
調
整
を
行
わ
な
い
。

３

単
な
る
見
舞
金
等
民
事
損
害
賠
償
の
性
質
を
持
た
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
支
給
調
整
を
行
わ
な
い
。

第
二

支
給
調
整
が
行
わ
れ
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
受
給
権
者
の
範
囲

死
亡
労
働
者
等
の
逸
失
利
益
を
損
害
項
目
と
す
る
民
事
損
害
賠
償
を
受
け
た
特
別
遺
族
給
付
金
の
受
給
権
者
に
つ

い
て
支
給
調
整
を
行
う
。
た
だ
し
、
特
別
遺
族
年
金
（
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
特
別
遺
族
年
金
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
受
給
権
者
の
う
ち
先
順
位
の
受
給
権
者
が
失
権
し
た
後
の
後
順
位
の
受
給
権
者
に
つ
い
て
は
、
支
給
調
整

を
行
わ
な
い
。

第
三

特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
調
整
の
方
法

特
別
遺
族
給
付
金
は
、
死
亡
労
働
者
等
の
逸
失
利
益
に
対
す
る
民
事
損
害
賠
償
の
賠
償
額
に
相
当
す
る
額
の
範
囲

で
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
給
調
整
を
行
う
。

１

特
別
遺
族
年
金

イ

逸
失
利
益
額
（
確
定
判
決
等
で
明
示
さ
れ
た
逸
失
利
益
額
と
す
る
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
百
分
の
六
十

七
を
乗
じ
て
得
た
額
に
達
す
る
ま
で
支
給
を
停
止
す
る
。



ロ

イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
給
を
停
止
し
て
か
ら
次
の
い
ず
れ
か
短
い
期
間
を
超
え
た
場
合
は
、
支
給
を

停
止
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

請
求
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
か
ら
起
算
し
て
九
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
期
間

（1）

請
求
が
あ
っ
た
月
の
翌
月
か
ら
、
死
亡
労
働
者
等
の
就
労
可
能
年
齢
（
死
亡
労
働
者
等
の
生
存
を
仮
定
し

(2)
た
場
合
の
就
労
可
能
年
齢
を
い
い
、
各
年
齢
ご
と
に
、
別
表
に
定
め
る
年
齢
と
す
る
。
）
を
超
え
る
に
至
っ

た
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
に
至
っ
た
と
き
ま
で
の
期
間

２

特
別
遺
族
一
時
金
（
法
第
五
十
九
条
第
二
項
の
特
別
遺
族
一
時
金
を
い
い
、
法
第
六
十
二
条
第
二
号
の
場
合
に

お
い
て
支
給
さ
れ
る
特
別
遺
族
一
時
金
を
除
く
。
）

逸
失
利
益
額
に
百
分
の
六
十
七
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
支
給
調
整
を
行
う
。



別表

死亡労働者 就労可 死亡労働者 就労可 死亡労働者 就労可

等の死亡年 能年齢 等の死亡年 能年齢 等の死亡年 能年齢

齢(歳) 齢(歳) 齢(歳)

１５ ６７ ４３ ６７ ７１ ７７

１６ ６７ ４４ ６７ ７２ ７８

１７ ６７ ４５ ６７ ７３ ７９

１８ ６７ ４６ ６７ ７４ ７９

１９ ６７ ４７ ６７ ７５ ８０

２０ ６７ ４８ ６７ ７６ ８１

２１ ６７ ４９ ６７ ７７ ８１

２２ ６７ ５０ ６７ ７８ ８２

２３ ６７ ５１ ６７ ７９ ８３

２４ ６７ ５２ ６７ ８０ ８４

２５ ６７ ５３ ６７ ８１ ８５

２６ ６７ ５４ ６７ ８２ ８５

２７ ６７ ５５ ６７ ８３ ８６

２８ ６７ ５６ ６８ ８４ ８７

２９ ６７ ５７ ６８ ８５ ８８

３０ ６７ ５８ ６９ ８６ ８９

３１ ６７ ５９ ７０ ８７ ９０

３２ ６７ ６０ ７０ ８８ ９０

３３ ６７ ６１ ７１ ８９ ９１

３４ ６７ ６２ ７１ ９０ ９２

３５ ６７ ６３ ７２ ９１ ９３

３６ ６７ ６４ ７３ ９２ ９４

３７ ６７ ６５ ７３ ９３ ９５

３８ ６７ ６６ ７４ ９４ ９６

３９ ６７ ６７ ７５ ９５ ９７

４０ ６７ ６８ ７５ ９６ ９８

４１ ６７ ６９ ７６ ９７ 別記の

４２ ６７ ７０ ７６ とおり

(別記) ９７歳以上の年齢の者の就労可能年齢は、当該年齢に１年を加えた年

齢とする。
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